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令和７年度秋田県地域包括・在宅介護支援センター協議会 

事 業 計 画（案） 

 

１．基本方針 

本年度は２００５年の介護保険法改正で地域包括支援センターの設置が定められてから

２０年を迎える節目の年となります。超高齢社会､労働力人口の減少､地域社会の希薄化と

いった社会状況、地域共生社会の実現や地域包括ケアシステムの深化･推進といった国の

施策を踏まえても地域包括支援センターや在宅介護支援センターの地域における役割への

期待は高まっており、その重要性もますます増大していくことが予想されます。 

孤独・孤立の問題や多様化･複雑化する福祉ニーズへの対応は喫緊の課題であり、地域

住民が孤立することなく、その人らしく暮らすことができる地域共生社会の実現および地

域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組みを進める一方、専門職としての専門性

を活かし多職種と連携を図りながら、多様化・複雑化するニーズに対応することが求めら

れています。 

当協議会では、地域の中核拠点として機能・役割を果たし、会員センターが抱える課題 

の解決に取り組むとともに、県内９圏域の協議会・会員センター、全国地域包括・在宅介

護支援センター協議会を含めた各関係機関・団体と連携しながら、実践力向上に向けた研

修や情報提供、各事業を展開してまいります。 

 

 

重点事業 

１. 地域共生社会実現に向けての情報発信・情報共有  

２. センターの実践力向上に向けた各種研修会の開催 

３. 会員センターが抱える課題に対する対応の検討と解決に向けた取り組みの実施 

４. 秋田弁護士会との連携協定による各法律問題への支援と連携協定の実績の検証 

５. 関係機関・団体の会議、研修会への会員派遣と参画 

 

 

２．事業実施内容 

 １ 会務の運営 

 （１）総 会・・・５月１６日（金） 

 （２）正副会長会議・・・随時 

（３）理事会・・・随時 

 （４）幹事会・・・随時 

（５）監事会・・・４月２１日（月） 
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 ２ 地域包括・在宅介護支援センター機能強化事業の推進 

 （１）研修会等の開催 

   ①セミナーの開催 

   ②基礎研修会の開催 

   ③職員研修会の開催 

   ④在宅介護支援センター活動支援研修会の開催 

 

（２）助成事業 

   ①圏域別活動助成 

   ②圏域研修助成 

   ③全国地域包括・在宅介護支援センター協議会研究大会実践発表者への旅費助成 

  

 （３）連携事業 

    ・秋田弁護士会との法的支援に関する連携協定の継続 

    ・連携事業に関する利用促進のための周知活動 

  

（４）各種情報提供 

    ・県内外の地域包括・在宅介護支援センターの運営業務に係る情報や保健・福祉

サービスに関する情報の収集と提供 

    ・協議会ホームページを活用した情報発信 

 

 

３．関係会議・研修会等への派遣、参加 

関係機関・団体等の会議への派遣や講師の派遣 

 

 

４．関係機関・団体等との連絡調整 

保健・医療・福祉の関係機関等各種団体や地域共生社会の実現に係る他分野の機関と

の連携、情報交換 

 

 

５．その他本協議会の目的を達成するために必要な事業 

  ・県内の地域包括支援センター、在宅介護支援センターの状況把握や各種情報提供 

  ・会員加入促進 

 

 

 

 


